
創造工房利用規程  

創造工房委員会 2012.04.16  

創造工房は，ゼミやセミナーなどのほか，学生のサークル，自主研究，自己啓発活動にも利用する

ことができます．以下のことをよく理解して利用してください．  

1 利用資格 

教員統括利用を除いて，創造工房を利用する学生はライセンスカードの申請が必要となります．申請

後，発行までは1週間程度かかります．また，創造工房を利用する場合は必ずライセンスカードを所持

してください．持っていない場合は退室および罰則の対象となります． 

2 教員統括利用 

教員統括利用とは教員単独での利用及び，教員が企画するセミナーやゼミ，工房開放・展示・工作等

で創造工房を利用する場合のことで，創造工房内での作業に教員が立会いながら利用する場合を指し

ます．形式的に許可をもらっただけで教員による立会いがない場合はこれに該当しません． 

3 利用時間帯及び利用方法 

  3.1 利用時間帯 

教員統括利用を除いて，学生が創造工房を利用できる時間は平日の8:30～22:00です．創造工房の利用

の流れを別紙にまとめていますので遵守してください． 

    3.1.1 時間内 （平日8:30～17:30）の利用 

          自由に入室し活動が可能です． 

    3.1.2 時間外 （平日17:30～22:00）の利用 

          グループ毎に時間外利用許可申請書（様式 創造1）が必要になります． あらかじめ書類に

顧問もしくは学生利用責任者のサインをもらって下さい 

（教員統括利用においても時間外利用許可申請書が必要になります．その際は申請者と許

可者が同一人物で構いません） 

    3.1.3 時間外 （休日）の利用 

教員統括利用を除いて，創造工房を利用することは出来ません 

  3.2 ライセンスカードの利用方法 

ライセンスカードは名札に入れられ常時創造工房内に置かれることになります．（創造工房

入ってすぐ右側の壁） 入室時に名札を身につけ作業を行い，工房から離れる際には置き場

に戻して退室して下さい 

4 工具について 

創造工房に備え付けの工具は自由に利用できます．ただし，部屋間の移動は原則禁止です．また，大

会等での学外への持ち出しが必要な場合，創造工房委員へ事前に相談をして下さい．工具を破損した

場合は速やかに創造工房委員へ申し出てください． 

5 作業エリア及び収納スペースの利用ついて 

創造工房で作業をするに当たって，毎日帰宅時に全ての材料を撤去し工具を元の位置に戻す事が規則

となっています．しかしながら保管スペースが無い，毎日の現状復帰が困難等な場合，創造工房委員

に申し出て下さい．期限を区切った特定作業エリアの独占的な使用もしくは収納スペースの使用が可

能になる場合があります． 



6 事故や怪我が発生したときの対処 

創造工房内で事故や怪我が発生した場合は，緊急連絡網に従って速やかに守衛室及び創造工房委員へ

連絡してください．緊急連絡網は創造工房内にも掲示してあります．利用前に必ず確認してください． 

 

7 その他注意事項 

創造工房を利用する場合，以下のことに注意してください．  

・ 安全講習の指示を遵守し，作業をするときは必ず2人以上の単位で行動し，常に緊急連絡に備える

こと． 

・ 退室時，最終退室者の確認を必ず行い、最終退室の場合は，全体の安全確認をすること． 

・ 工具の破損や紛失などの場合，速やかに創造工房委員へ申し出ること． 

・ 学外の人物の入室予定がある場合は，事前に創造工房委員に連絡すること． 

・ 創造工房内は禁煙．火気取扱に注意すること． 

・ 学内及び学外者向けのゼミやセミナーなどを開講する場合がありますので，協力してください． 

・ 各部屋の整理整頓を心がけ，工具や椅子等は元の場所に戻し，積極的に清掃を行うこと． 

・ 特に安全に関わる内容で判断に困る場合は作業を中断し，創造工房委員に問い合わせること． 

・ その他創造工房の利用においては創造工房委員からの指示に従うこと． 

 

8 各スペースを利用する際の注意事項 

・ 電動機械の操作は必ず一人で行うこと．運転を開始する前に、周囲に人がいないこと、障害物等が

ないことを確認すること．特に工具類でコードを切断しないように注意すること． 

・ 電動工具や大工道具等を使用する場合は服装に注意すること． 髪が長い人は結ぶ，ネックレスや

ネクタイは外す等，回転機械等への巻き込みに配慮した対策をとること． 

・ 電動機械を操作する場合は手袋を着用せず、袖と胴回りを閉じること． 

・ 電動回転機械の使用やハンマー使用時など，金属片等の飛散が想定される作業時は必ずメガネもし

くは保護メガネを着用すること．  

・ 服装に関して創造工房委員の指示に従うこと．  

・ 作業時，地面に指定された通路スペースを確保し開けておくこと．  

 

9 創造工房 工作加工スペース(S101)を利用する場合の注意事項 

9.1一般的注意事項 

・ 学生のみで作業する場合は作業着と帽子を着用すること．重量物を扱うときは安全靴を履くこと．  

・ 要申請設備は各々の講習を受けない限り利用は出来ません．（切断機） 

9.2ボール盤 

・ ドリル取付後は，確実にチャックを締めること．  

・ スピンドル回転前に，チャックを締める工具が取り外されていることを確認すること．  

・ チャックを締める工具はドリルケースに入れておくこと．  

・ 未使用時はドリルを外しておくこと．  

・ φ4mm以上の穴加工もしくはフカサ4mm以上の加工をする場合はバイスを利用すること．  

   9.3 バンドソー 



・ 加工前に素材に合わせて回転速度の調整を行うこと．  

・ 加工前に刃物の張りを確認すること．  

・ 切れにくい刃物（目詰まりや劣化など）は速やかに交換すること．  

・ 切削時の摩擦熱などによるやけどに注意すること．  

10 創造工房 創造工作スペース（S102）を利用する場合の注意事項 

一般的注意事項 

・作業台には各々使用する工具が割り当てられており，使用時には各作業台に割り当てられたキャリ

ーワゴン上の工具を使用すること. 

・はんだ等の消耗品類は部屋中央の物が使用できます．作業終了時には元に戻すようにすること. 

・共用部品コーナーにある消耗品類は自由に使うことが可能です．節度を持って使用すること. 

 

11 創造工房多目的スペース（S201-1）を利用する場合の注意事項 

11.1 一般的注意事項 

・木工作業の際は木屑等をこまめに清掃すること．利用後は全体を清掃すること． 

・木材加工の際は、材料に釘などの異物が含まれていないことを確認してから作業すること． 

・部屋に備え付けの電動工具では金属の加工を行わないこと（金属加工はS101で行うこと）． 

・学生のみで作業する場合はチップソーの使用を認めない．使用を希望する場合は担当教員か創造工

房委員に相談すること． 

11.2 大工道具一般 

・ノコギリやノミ等の刃物は、未使用時には必ずカバーを付けること． 

・切れにくい刃物（目詰まりや劣化）は無理に使用せず速やかに交換すること． 

・ノミを使用する場合は刃先に人がいないことを確認すること．また自分の体を置かないこと．   

・ マルノコは要申請設備であるため専用の講習を受けない限り利用は出来ません． 

 

12 研究・研修スペース（S201-2）を利用する場合の注意事項 

12.1 一般的注意事項 

・本スペースの利用には、研究・研修スペース利用申請書（様式7）の提出が必要になります． 

  申請書は創造工房入り口横のBOX内にあります． 

 利用時には研究・研修スペース入口に掲示しておき、利用終了時に研究・研修スペース利用申請書

返却BOX（創造工房入口横）に入れること． 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創造工房利用規程を理解し、利用規程を守りながら安全に配慮して利用できる人は、以下の欄にサイ

ンをしてください． 

 

       年   月   日  学籍番号：       名前：         

 

 

 

 

 

 

 

 


